
みのかも定住自立圏マスコットキャラクターの使用に関する要綱 

平成２８年４月１日 

告示第４２号 

改正 令和８年４月１日告示第４６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日付総行応

第３９号）に基づくみのかも定住自立圏（以下「みのかも定住自立圏」という。）

の活性化を図ることを目的として、みのかも定住自立圏マスコットキャラクター

「かも丸」及び「かも美」を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この告示においてみのかも定住自立圏マスコットキャラクター（以下「キ

ャラクター」という。）とは、別図に示す市長が定めた基本デザイン及び市長が

別に定めるその展開デザインをいう。 

（使用の申請） 

第３条 キャラクターを使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、あら

かじめ、市長の承認を得なければならない。 

２ 申請者は、かも丸・かも美使用承認申請書（様式第１号）に必要な書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

（使用の承認） 

第４条 市長は、前条第２項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、

次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。 

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又はそのおそれがあ

ると認められるとき。 

(3) みのかも定住自立圏及び市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認

められるとき。 

(4) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。 

(5) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認めら

れるとき。 

(6) その他市長が使用について、不適当であると認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により使用を承認するときは、かも丸・かも美使用承認通

知書（様式第２号）により、承認しないときは、かも丸・かも美使用不承認通知

書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、キャラクターの使用承認に関し、必要な条件を付けることができる。 

（使用料） 

第５条 キャラクターの使用料は、無料とする。 



（使用承認期間） 

第６条 キャラクターの使用承認期間は、第４条第２項に規定する申請に基づき、

市長が認める期間とする。ただし、更新を妨げない。 

（使用上の遵守事項） 

第７条 キャラクターの使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、次の

各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、市長が指示する使用条件に従

うこと。 

(2) キャラクターのイメージを損なうような使用をしないこと。 

(3) 使用者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。 

(4) 商標登録出願を行わないこと。 

(5) 商品等の使用物件は、完成後、速やかに市長に提出すること。ただし、商品

等の提出が困難である場合は、その形状の分かる写真の提出をもって、商品等

の提出に代えることができる。 

(6) キャラクターの使用承認期間が終了したときは、かも丸・かも美使用報告書

（様式第４号）を市長に提出すること。 

（承認内容の変更等） 

第８条 使用者は、第５条第２項の規定により承認を受けた事項を変更しようとす

るときは、かも丸・かも美使用変更承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請に基づき、承認することが適当と認めたときはかも丸・か

も美使用変更承認通知書（様式第６号）により、変更を承認しなかったときはか

も丸・かも美使用変更不承認通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

３ 使用者は、変更申請の承認後も前条の規定を遵守しなければならない。 

（使用承認の取消し） 

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使

用承認を取り消すことができる。 

(1) この告示に違反したとき、又は違反することが判明したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、使用者にかも丸・かも美

使用承認取消通知書（様式第８号）により通知するものとする。 

３ 第１項の規定により使用承認を取り消された者は、承認取消しの通知のあった

日以後、当該使用承認に係る物件（以下「使用物件」という。）をいかなる場合

にあっても使用してはならない。 

４ 市長は、承認を取り消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。 

５ 市長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を



一切負わない。 

（責任の制限） 

第１０条 市長は、使用者又はキャラクターの使用の承認を取り消された者がキャ

ラクターの使用によって第三者に対して損害を与えた場合、損害賠償その他の法

律上の責任を一切負わない。 

（庶務） 

第１１条 キャラクターの使用に関する庶務は、経営企画部企画課において処理す

る。 

（委任） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に廃止前のみのかも定住自立圏マスコットキャラクター

の使用に関する要綱（平成２２年美濃加茂市訓令甲第６８号）によってなされた

申請、承諾その他行為は、この告示の相当規定によってなされた申請、承認その

他の行為とみなす。 

附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別図 

  

かも丸 かも美 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第９条関係） 

 



様式第１号（第３条関係） 

  年  月  日 

美濃加茂市長 （氏 名） 宛 

                     

                 申請者 住所 

                      氏名 

                    （団体の場合は所在地、団体名及び代表者名） 

 

かも丸・かも美使用承認申請書 

 

みのかも定住自立圏マスコットキャラクター「かも丸」・「かも美」を使用したく、

下記のとおり申請します。 

 

 

記 

使用を希望するデ

ザイン 

 

使 用 目 的 
□販売目的 

□それ以外（                        ） 

使 用 方 法 

 

使 用 期 間 

年  月  日 から   年  月  日まで 

販売価格（販売する

場合） 

  

添付資料（チラシ

等） 

 

連絡先（担当者名、

電話番号、メール） 

 

 

【添付書類】 

１「かも丸」・「かも美」の使用の形態及び使用に係る企画の内容が分かるも        

の 

２ 団体等の概要が分かるもの 



様式第２号（第４条関係） 

第   号  

  年  月  日  

        様 

 

                       美濃加茂市長 （氏 名） 印 

                            

かも丸・かも美使用承認通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあったみのかも定住自立圏マスコットキャラクタ

ー「かも丸」・「かも美」の使用承認申請について、使用を承認しますので、みのかも

定住自立圏マスコットキャラクターの使用に関する要綱第４条の規定により通知しま

す。 

記 

 

 申請者 

  住所 

  氏名 

 （団体の場合は所在地、団体名及び代表者名） 

 

１ 使用デザイン 

２ 使用目的 

３ 使用方法 

４ 使用承認期間 

    年  月  日 から   年  月  日まで 

５ 使用条件 

 

注意事項 

 １ この使用承諾については、上記の内容以外に「かも丸」・「かも美」を使用して

はならない。 

 ２ この使用承諾に係る使用を終了したとき又は中止しようとするときは、かも

丸・かも美使用報告書に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。 

 ３ 関連する法令及びみのかも定住自立圏マスコットキャラクターの使用に関する

要綱の規定を遵守しなければならない。 



様式第３号（第４条関係） 

第   号  

  年  月  日  

        様 

 

                       美濃加茂市長 （氏 名） 印 

                           

かも丸・かも美使用不承認通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあったみのかも定住自立圏マスコットキャラクタ

ー「かも丸」・「かも美」の使用承認申請について、使用を承認しないこととしました

ので、みのかも定住自立圏マスコットキャラクターの使用に関する要綱第４条の規定

により通知します。 

 

記 

 

 申請者 

  住所 

  氏名 

 （団体の場合は所在地、団体名及び代表者名） 

 

１ 使用デザイン  

２ 使用目的 

３ 使用方法 

４ 使用承認をしない理由 



様式第４号（第７条関係） 

  年  月  日 

 美濃加茂市長 （氏 名） 宛 

 

                 申請者 住所 

                     氏名 

                  （団体の場合は所在地、団体名及び代表者名） 

 

かも丸・かも美使用報告書 

 

   年  月  日付け   第  号で承認されましたみのかも定住自立圏マス

コットキャラクター「かも丸」・「かも美」の使用状況について、みのかも定住自立圏

マスコットキャラクターの使用に関する要綱第７条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 使用目的 

 

 

２ 使用期間 

    年  月  日 から   年  月  日まで 

３ 使用の効果 

 

 

添付書類 

 使用の実績が分かるもの 



様式第５号（第８条関係） 

  年  月  日 

 美濃加茂市長 （氏 名） 宛 

 

                  申請者 住所 

                      氏名 

                  （団体の場合は所在地、団体名及び代表者名） 

 

かも丸・かも美使用変更承認申請書 

 

   年  月  日付け   第   号で使用承認を受けたみのかも定住自立圏

マスコットキャラクター「かも丸」・「かも美」の使用につき、使用承認を受けた事項

を変更したいので、みのかも定住自立圏マスコットキャラクターの使用に関する要綱

第８条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

変更する事項  

変 更 前 

 

変 更 後 

 

変 更 理 由 

 

※ 変更する事項が複数ある場合は、同様の事項を別紙に記載のうえ添付してくだ

さい。 

添付書類 

 １ 変更後の「かも丸」・「かも美」の使用の形態及び使用に係る企画の内容が分か

るもの 

 ２ 変更の必要性が分かるもの 



様式第６号（第８条関係） 

第   号  

  年  月  日  

        様 

 

                       美濃加茂市長 （氏 名） 印 

                             

かも丸・かも美使用変更承認通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあったみのかも定住自立圏マスコットキャラクタ

ー「かも丸」・「かも美」の使用変更承認申請について、変更を承認しますので、みの

かも定住自立圏マスコットキャラクターの使用に関する要綱第８条第２項の規定によ

り通知します。 

 

記 

 

 申請者 

  住所 

  氏名 

 （団体の場合は所在地、団体名及び代表者名） 

 

【変更後】 

１ 使用目的 

２ 使用方法 

３ 使用承認期間 

     年  月  日 から   年  月  日まで 

４ 変更する事項 

変 更 前 
 

変 更 後 
 

５ 使用条件 

 

注意事項 

 変更を承認した事項以外は、当初の使用承認の内容によります。 



様式第７号（第８条関係） 

第   号  

  年  月  日  

        様 

 

                       美濃加茂市長 （氏 名） 印 

                            

かも丸・かも美使用変更不承認通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあったみのかも定住自立圏マスコットキャラクタ

ー「かも丸」・「かも美」の使用変更承認申請について、変更を承認しないこととしま

したので、みのかも定住自立圏マスコットキャラクターの使用に関する要綱第８条第

２項の規定により通知します。 

 

記 

 

 申請者 

  住所 

  氏名 

 （団体の場合は所在地、団体名及び代表者名） 

 

【変更後】 

１ 使用目的 

２ 使用方法 

３ 使用承認期間 

     年  月  日 から   年  月  日まで 

４ 変更する事項 

変 更 前 
 

変 更 後 
 

５ 使用変更承認をしない理由 

 

注意事項 

 当初の使用承認の内容により使用してください。 



様式第８号（第９条関係） 

第   号  

  年  月  日  

        様 

 

                       美濃加茂市長 （氏 名） 印 

                             

かも丸・かも美使用承認取消通知書 

 

   年  月  日付けで承認したみのかも定住自立圏マスコットキャラクター

「かも丸」・「かも美」の使用承諾について、使用承認を取り消しましたので、みのか

も定住自立圏マスコットキャラクターの使用に関する要綱第９条第２項の規定により

通知します。 

 

記 

 

 申請者 

  住所 

  氏名 

 （団体の場合は所在地、団体名及び代表者名） 

 

１ 使用目的 

２ 使用方法 

３ 使用承認期間 

     年  月  日 から   年  月  日まで 

４ 使用条件 

５ 使用承認の取消しの理由 

 

注意事項 

 １ 使用承認の取消しに係る使用物件については、使用してはならない。 

 ２ 使用承認の取消しに係る使用物件について、回収を求めることがあります。 

 ３ 使用承認の取消し又は使用物件の回収に伴って発生する費用の一切は、使用者

が負担することとなります。 


